
【参考資料】 

地域分野の素案に係る地域専門分科会委員の主な意見（任意提出分） 

番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

1 P3 P4 ≪語句の修正≫ 

助け合い・支え合い → 支え合い・助け合い 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

2 P6 P7 「適切に施策を実施する」との記載について，「適切かつ重層的に施策を

実施する」と追記されたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

3 P7 P8 図表について，小学校区レベルの取組みについて，「活動を公民館等を拠

点に展開している」こと，隣組，班レベルの取組みについて「見守り活

動」を実施していることを付記されたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

4 P9 P10 福岡市の地域特性として，転勤，進学等での人口移動の大きさと，学生

人口の多さを踏まえて，以下を追記 

「福岡市は進学や就職，転勤等による人口移動が大きく，また学生や若

者等の単身世帯も多い街です。」また，在住外国人が年々増加～ 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

5 P9 P11 「地域への意識」について，「地域への帰属意識」または「地域への愛

着」など修正してはどうか。 

 

素案のとおりとしています。 

素案の記述は，委員ご指摘の意味を含め，

内容を限定せず表現したものと考えており

ます。 

 

6 P11 P12 ≪語句の修正≫ 

社会福祉事業の → 地域福祉の 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

7 P11 P10，P11 

P13 

「子どもの権利条約」の理念・内容の普及啓発が求められている。 

地域共生社会の基本理念を共有するためには、福祉教育は大切であり、そ

の基本として、人権意識の普及啓発がポイントと考える。ただ、従来の「人

権教育」には、その発展形である「子どもの権利条約」の理念と内容が含ま

委員意見を踏まえて修正しています。 

基本目標１の施策の方向性に文言を追記し

たほか，施策１－２において第５次子ども

総合計画を引用することで，本計画との関



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

れておらず、子どもの権利に関する正しい理解が未だに社会に浸透していな

いという課題がある。 

2016年に改正された児童福祉法で、「子どもの権利条約」の理念が位置付

けられ、福岡市第 5 次計画子ども総合計画にも、「基本的視点」の冒頭に掲

げられている。その視点を、本計画にも明確に位置付けてほしい。 

 

係を示しております。 

8 (P9，P11) 

P16 

(P11，P13) 

P20 

マイノリティとされる社会的弱者（特に高齢者）に対して，これまでの

保護対象としての施策のままでは，少子高齢社会における担い手減少の中

において，すでに限界点が見えている状況と感じる。 

 決して見守りの推進を否定するものではないが，当事者目線で考える

と，例えば，認知症を保護すべき対象者として捉えてしまうと，いざその

立場になったときに助けてと言えない。福祉教育の面から考えても，「困っ

ている人を助けてあげよう」「地域の中で見守りを強化しよう」という，一

方的な目線の論調のままでは，形だけとなりかねない。 

 地域の中での共生については，助けが必要になっても地域の中で活躍

し，輝き続けることができる土壌整備の推進が必要。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

9 P12，P27 P13，P33 出前福祉講座の説明について，実施内容を踏まえ，「身体障がい者や高齢

者の」疑似体験を通じて，と修正されたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

10 P12 P13 ≪語句の修正≫ 

地域サロンやカフェ →ふれあいサロンや地域カフェ 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

11 P12 P13 ≪事業名の訂正≫ 

市民福祉講座 → 市民福祉講演会 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

12 P12 P14 福岡市では，平成 30年度から，世界で初めて児童生徒向けの「ユマニチ

ュード講座」を実施しており，「主な事業」に加えてほしい。 

 

素案のとおりとしています。 

関連する施策として高齢者分野に記載する

「認知症に関する啓発の推進」において，

ユマニチュード講座については詳細に記載



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

をしております。 

 

13 P12～P13 P15 福岡市は全市をあげてユニバーサル都市・福岡をすすめているが，保健

福祉局中心の取組が記載されている。市の「ユニバーサル都市・福岡」の

事業の中でも，「地域づくり」については，行政の直接の取組だけではな

く，「啓発」や「民間での取組の促進」について，触れておく必要がある。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

14 P12～P13 

P20 

P24 外国人との共生については，今後力を入れていくべき分野であり，国際

部，よかトピア国際交流財団，区役所等の事業について，事業の追加や，

コラム等による紹介をされたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

15 P13 P15 ≪語句の差し替え≫ 

拡大写本 → 外出ガイド 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

16 P13 P15 現在の主な事業の例示が視覚障がい者に関するもののみであるため，聴

覚・言語障がい者に関するボランティア活動を追加。また，近年，市民局や

消防局で実施されている災害時の避難情報の電話やファックスを利用した

配信や，音声によらない 119 番通報システムなど，情報の取得が難しい方へ

向けた新規事業を記載すべき 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

17 P14 P18 ≪語句の修正≫ 

本市の特性，様々な地域性 → 本市の地域特性 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

18 P16 P20 ≪語句の追加≫ 

「生きがいづくり」の観点からも 

→ 「生きがいづくり」，「健康づくり」，さらには「認知症予防」の観点か

らも 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

19 P21，P27 P25，P33 ≪語句の修正≫ 

めざす姿 → めざす地域像 

委員意見を踏まえて修正しています。 



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

 

20 P22 P26 ≪語句の修正≫ 

支援ニーズとサービスのマッチング → 住民ニーズとサービス資源の

マッチング 

委員意見を踏まえて修正しています。 

21 P22 P26 属性に関わらず地域づくりに関わる「地域福祉ソーシャルワーカー」に

ついて，特に関連が深い，施策２－３「見守りと支え合い活動の推進」の

項目に追記していただきたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

22 P23 P28 「避難支援関係者による避難支援促進」に文言挿入。 

 現保健福祉総合計画の中間評価（2019.2.4審議会）時に「個別計画の作

成促進」が課題であげられていたため，明記すべき。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

23 P23 P28 福祉避難室について，（〇の 6つ目の）冒頭に追記してほしい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

 

24 P23 P28 福岡市の都市としての特性を踏まえ，項目追加 

○災害発生時，情報弱者である聴覚・言語障がい者や外国人，観光客，

ビジネス客に対しても，避難情報の提供や避難場所の明示について配

慮します。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

25 P24など P31など 計画案において、「福岡市第 5 次子ども総合計画」との連携が方針化され

たことを歓迎する。地域福祉計画の対象として地域のあらゆる人々を視野に

入れることは当然だが、特に、虐待や体罰、いじめ、不登校など困難を抱え

た子どもが地域に多くいる現状から、これらの課題解決のために、従来の枠

組みを超えて、学校も含め、子どもに関わる団体・機関、ＮＰＯの連携・共

働のしくみを新たに構築していくことが急がれる。 

 

事業の企画・実施に当たっては，委員のご

意見を参考にさせていただきます。 

 

26 P26 P32 ≪語句の修正≫ 

同様の悩みや思いといった前提を共有でき， 

→ 共通の問題を抱える人同士が共感しあい，仲間となり，思いを分か

ち合うことができ， 

委員意見を踏まえて修正しています。 



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

 

27 P28 P34 ≪語句の修正≫ 

市民福祉の総合相談センター 

 → 市民福祉の総合相談・支援センター 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

28 P28 P35 地域での「子ども」への関心は非常に高く，福岡市として「地域での子

どもの居場所づくり」を促進するため助成事業を実施しているため，事業

を追記してほしい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

29 P30 P36 「効率的で良好な民間福祉サービスなど，民間のビジネスの力を」との

部分について，「『コミュニティビジネスやソーシャルビジネスの開発を含

めた』効率的で良好な民間福祉サービスなど，民間のビジネスの力と手法

を」と文言を挿入されたい。 

 

委員意見について，別案を提示しておりま

す。 

30 P31 P37 ≪表現の工夫≫ 

能力を向上させることが → 能力の向上を図るためのアプローチも 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

31 P32 P38 ＮＰＯは有力な地域資源となっている。 

子どもに関する地域課題の解決をミッションとするＮＰＯが、福岡にもた

くさんあり、子どもの居場所づくりや子ども食堂、学習支援、不登校の子ど

も支援、虐待防止、青少年の自立支援、里親子支援などなど、経験を蓄積し、

専門性を深めている。それらをつなぎ、ネットワークのセンターとしての役

割を担う子どもＮＰＯセンター福岡のようなＮＰＯもある。 

地域の中から見えてくる子どもたちの切実なニーズをキャッチし、さまざ

まな形で支援しているＮＰＯは少なくないが、必ずしも既存の地域組織とつ

ながっていない。 

改めて、これらＮＰＯに目を向け、有力な地域資源として、地域の連携・

共働の輪の中に位置付けるなら、大きな力を発揮することになると思われ

る。 

 

事業の企画・実施に当たっては，委員のご

意見を参考にさせていただきます。 



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

32 P33 P39 ファンドレイジングの取組みについて修正 

・事業名  「企業と連携した」ファンドレイジングの取組み 

・業務概要 ～企業の「ＳＤＧｓや」ＣＳＲ活動と社会課題の解決のコー

ディネートを実施 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

33 P34 P42 ≪文言の修正≫ 

 「複雑化・複合化」した地域生活課題や「社会的孤立」など，介護・障

がい・子育て・生活困窮など既存の支援制度だけでは 

→ 複雑化・複合化した地域生活課題や社会的孤立など，医療保険・年

金・介護保険・雇用保険など個々のリスクに対処する制度体系や対象者

別の既存の支援制度だけでは 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

34 P34 P41 地域分野計画は，成年後見制度利用促進計画を兼ねていることから，認

知症高齢者の増加など背景を記載しておく必要がある。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

35 P36 P43 ふくおかライフレスキュー事業の説明について， 

社会的に孤立し，「必要であるにもかかわらず制度やサービス等につなが

っていない方」などに対し，……資源を活かした「緊急的支援，制度の狭

間にある生活課題の解決を図る支援」を実施 と文言を追加 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

36 P37 P45 虐待防止は市としての主要施策であるため，主な事業として記載すべき 

 

素案のとおりとしています。 

虐待防止については，基本目標５の施策の

方向性等に記載しておりますが，複数の事

業が関連し，単一の事業としては整理して

いないため，表現としては素案のとおりと

しております。 

 

37 P37 P45 「終活サポートセンター」は計画の高齢者分野「施策 1-1地域包括支援セ

ンターと各種相談機能の充実」と，地域分野「施策１－２共生意識の醸成」

にも記載されているが，「終活」は「尊厳をもって最期を迎えるための権利

素案のとおりとしています。 

終活の様々な手法の一つが権利擁護である

ことから，権利擁護の項目として終活を記



番号 
ページ数 

（旧） 

ページ数 

（新） 
意見内容 事務局回答案 

擁護の取組」でもあるため，この項の最後にも再掲する。 

 

載することはなじまないのではと考え，素

案のとおりとしております。 

 

38 P39 P48 認定就労訓練事業について，中間的就労の場であることを付記すべき 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 

 

39 P40 P39 ファンドレイジングの取組みについて，地域共生社会の実現に向けた，

新たな課題への解決へチャレンジするための財源確保を行う趣旨を踏ま

え，施策５－４にも追記してはどうか。 

 

素案のとおりとしています。 

※施策５－４は，特に相談支援体制につい

て記載する趣旨であるため， 素案のとおり

としております。 

 

40 P40 P50 「地域共生社会」の実現を担う地域住民や、支援の関係者・団体が、地域

福祉政策に対して受け身にならず、主体者になるための工夫が必要。「総合

計画」を身近で誰にも分かりやすいものにする必要があり、地域福祉を支え

る仕組みの「ポンチ絵」を作ってはどうか。地域で暮らす人々の困りごと、

困難に対して、どのような解決や支援のしくみを作ろうとしているかが、具

体的かつ俯瞰的に見えるように。 

 

委員意見を踏まえ，図表を追加しています。 

41 P40 P50 住まいサポートふくおかについて，語句の追記 

 協力店「の確保」や入居支援を行う支援団体によるプラットフォーム

「の構築，居住支援法人間の連携等により」，民間賃貸住宅への 

≪前段≫ 

委員意見を踏まえて修正しています。 

 

≪後段≫ 

素案のとおりとしています。 

居住支援法人との連携については，単一の

事業ではなく居住支援協議会として実施し

ており，素案のとおりとしております。 

 

42 P40 P50 低所得の高齢者・障がい者・子育て世帯等にとって，住まいについての

大きな経済的支援となるため，主な事業として「セーフティネット住宅入

居支援」を記載していただきたい。 

 

委員意見を踏まえて修正しています。 



 


